
都市公園における遊具の安全確保に関する行政評価・監視
の結果に基づく通知に対する改善措置の概要

総務省中国四国管区行政評価局(局長：田中敦仁)は、都市公園の遊具の安全確保に関す

る行政評価・監視の結果に基づく通知（平成31年3月7日）に対する改善状況について国土交通
省中国地方整備局からの回答（令和元年10月3日）の概要を公表します。

報道資料

令 和 元 年 1 0 月 1 0 日
中国四国管区行政評価局

(この公表のポイント) 地域(当局)の調査結果をきっかけに全国的な対応が図られました。

上記の通知を受け、国土交通省は、遊戯施設等の点検を1年に1回の頻度で行うこと、確実な安全
点検を行うこと及びその結果発見された物的ハザードについては、適切な措置を講ずることを改めて
周知しました。

（本件照会先）

総務省中国四国管区行政評価局
第1評価監視官 三木 賢英

℡ 082-228-6352
※ 結果報告書等は、ホームページに掲載
しています。

（URL：http://www.soumu.go.jp/kanku/chugoku.html）

＊「遊具」とは、都市公園法施行規則第5条に規定する遊戯施設のうち、主として子どもの利用に供することを目的として、地面に固定されているものをいう。(都市公園における遊具の安全確保に関する
指針による)

1



2



3



4



5



6



都市公園における遊具の安全確保に関する行政評価・監視に基づく通知に対する改善措置状況（フォローアップ） 

【調査の実施時期等】 

1 実施時期 平成 30年 4月～31 年 3月 

2 調査対象機関等 13 の公園管理者 

（1） 調査対象機関 国土交通省中国地方整備局

（2） 関連調査等対象機関 岡山県、広島県、山口県、岡山市、倉敷市、総社市、広島市、福山市、三原市、下関市、岩国市及び周南市

（3） 調査対象公園・遊具数 (1)及び(2)の 13公園管理者が管理する 81公園、遊具 315基(抽出調査)

3 調査担当 中国四国管区行政評価局 

【通知日及び通知先】 平成 31 年 3月 7日 中国地方整備局 

【 回 答 年 月 日 】 令和元年 10月３日 

【調査の背景事情等】 

○ 中国 5県の都市公園と公園遊具は増加

【都市公園】平成 15年度末 5,447 公園 →28年度末 6,558 公園 と 21 %増加

【遊    具】平成 19 年度末 20,052基 →28年度末 21,292基  と 6.2%増加

○ 遊具による事故は減らず、毎年発生している。

・30日以上の治療を要する重傷者、死者の発生する事故など、国土交通省に報告のあった事故は、平成 25年度から 29年度の 5年間に全国で 124件

中国 5県では 13 件発生

・調査対象 13公園管理者が管理する公園で 9件発生。このほか、国土交通省への事故報告に至らない軽微な事故を含めると 53件発生
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通知事項要旨 回答要旨 

1 配置・設計・構造・施工に起因するハザードの除去 

中国地方整備局は、都市公園遊具の構造等に起因するハザード

の除去を推進するため、次の措置を講ずる必要がある。 

① 国営公園において把握したハザードの危険性が高いと判定し

た遊具については、危険性の程度等を勘案して、計画的にハザ

ードの除去を進めること。

特に、使用不可と判定を受けた遊具については、速やかに遊

具の一部又は全体の使用中止措置を講ずるとともに、補修、改

良、移設、更新、撤去などの本格的な措置の方針を迅速に定め

て実施すること。 

② 地方公共団体の公園管理者に、次の事項を助言すること。

ⅰ）安全点検や長寿命化計画の見直しに伴う健全度調査等の機

会を捉え、ハザードの状況を的確に把握すること。 

ⅱ）把握したハザードについては、危険性の程度等を勘案して、

1 配置・設計・構造・施工に起因するハザードの除去 

① 中国地方整備局は平成 29年度定期点検において「使用不可」

の判定を受けた遊具 8 基中、本格的な措置を講じていなかった

5 基のうち、平成 29 年 10 月に使用中止していた 3 基について

は、平成 30 年 12 月にハザードを除去した。残る 2 基について

は平成 30 年 7 月に使用を中止し、うち 1 基については平成 31

年 1 月までにハザードを除去し、残る 1 基はその対応方針を検

討中（使用中止は継続）。 

また、調査結果を受け発出された平成 31年 3月 7日付の本省

事務連絡を踏まえ、中国地方整備局は、今後の事故防止のため、

発見された物的ハザードについて、その程度に応じて遊具の使

用中止、修繕などの応急措置を講ずるとともに、補修、改良、移

設、更新、撤去などの本格的な措置の方針を迅速に定めて実施

するよう関係者で内容を確認するとともに、国営公園の運営維

持管理業務を行っている事業者に対しても把握したハザードへ

適切に対応するよう指示した。 

② 中国地方整備局は、調査結果を受け発出された平成 31年 3

月 7日付の本省事務連絡を踏まえ、以下ⅰ）及びⅱ）の事項を

改めて 10月に開催予定の中国・四国地区都市公園担当者会議

において周知するほか、ⅱ）の事項については、同会議の中
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計画的に除去を進めること。特に、使用不可と判定を受けた

遊具については、速やかに遊具の一部又は全体の使用中止措

置を講ずるとともに、補修、改良、移設、更新、撤去などの本

格的な措置の方針を迅速に定めて実施するなど、適切に処理

すること。 

③ 公園管理者によるハザードの把握・除去の取組例を収集・整

理し、各公園管理者に情報提供すること。 

で、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第 2

版）」の発見されたハザードの適切な処理に関する内容及び

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S:2014）」の使用禁止処

置・修繕に関する内容について補足説明し、加えて一般社団法

人日本公園緑地協会及び一般社団法人日本公園施設業協会が実

施する「遊具の日常点検講習会」（令和元年 10月 31日に広島

市内で開催予定）への積極的な参加を呼びかけることとする。 

ⅰ）政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的規 

準では、ハザードの状況を的確に把握するため、遊戯施設 

等の点検を 1年に 1回の頻度で行うことが基本とされてい 

ること。 

ⅱ）遊具の構造を要因として発見された物的ハザードについ 

て、その程度に応じて遊具の使用中止、修繕などの応急措 

置を講ずるとともに、補修、改良、移設、更新、撤去など 

の本格的な措置の方針を迅速に定めて実施すること。 

③ 中国地方整備局管内の 5県（管内市町村含む）、2政令市の都

市公園管理者に対して、公園遊具の「配置・設計・構造・施工

に起因するハザード除去」についての取組事例の提供を依頼し

ており上半期を目途に取りまとめ予定。 

今後、10月に開催予定の中国・四国地区都市公園担当者会議

において、上記について情報提供を行う予定。 
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2 不十分な維持管理の状態によるハザードの除去 

中国地方整備局は、都市公園遊具の不十分な維持管理の状態に

よるハザードの除去を推進するため、点検の結果、使用継続不可

と判定を受けた遊具については、遊具の一部又は全体の使用中止

措置を講ずるとともに、補修、改良、移設、更新、撤去などの本

格的な措置の方針を迅速に定めて実施するなど、適切に処理する

よう公園管理者に助言する必要がある。 

2 不十分な維持管理の状態によるハザードの除去 

中国地方整備局は、調査結果を受け発出された平成 31年 3月 7

日付本省事務連絡を踏まえ、以下の事項を、改めて 10月に開催

予定の中国・四国地区都市公園担当者会議において周知するほ

か、同会議の中で、「都市公園における遊具の安全確保に関する

指針（改訂第 2版）」の安全点検、発見されたハザードの適切な

処理に関する内容及び「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-

S:2014）」の点検・修繕に関する内容について補足説明し、加え

て一般社団法人日本公園緑地協会及び一般社団法人日本公園施設

業協会が実施する「遊具の日常点検講習会」（令和元年 10月 31

日に広島市内で実施予定）への積極的な参加を呼びかけることと

する。 

ⅰ）遊具の劣化を要因として発見された物的ハザードについ

て、その程度に応じて遊具の使用中止、修繕などの応急措置

を講ずるとともに、補修、改良、移設、更新、撤去などの本

格的な措置の方針を迅速に定めて実施すること。 

さらに、中国地方整備局は、全国で不十分な維持管理に起因し

て発生した遊具の事故事例を抽出し、10月に開催予定の中国・四

国地区都市公園担当者会議において、それぞれの事例を改めて周

知する。 
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3 遊具の修繕等に関する記録の適正化 

中国地方整備局は、遊具の修繕等に関する記録について、次の

措置を講ずる必要がある。 

① これを作成・保存する趣旨と遊具の利用期間中は保存すべき

ことを改めて公園管理者に周知・徹底すること。

② 維持管理上必要な情報の範囲を吟味するとともに、その記載

の徹底を公園管理者に促すこと。

4 遊具による事故の再発防止 

  中国地方整備局は、事故の再発防止を図る観点から、次の措置 

を講ずる必要がある。 

① 公園管理者に対し、遊具による事故報告を一層徹底させるこ

と。 

3 遊具の修繕等に関する記録の適正化 

中国地方整備局は、令和元年 7月 30日付で、管内の各公園管

理者宛てに、遊具の修繕に関する記録について、都市公園法施行

規則において「遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保

存する」旨が規定されていること及び「都市公園における遊具の

安全に関する指針」に基づき、遊具の補修・部材の交換、塗装の

実施状況等、遊具の維持管理上必要な情報について定期的に記載

し、履歴として保管することとされていることを改めて周知し

た。 

  また、中国地方整備局は、10月に開催予定の中国・四国地区都

市公園担当者会議においても、公園管理者に対し、公園遊具の維

持管理上必要な情報の範囲を自ら判断・整理し、その記載を徹底

するよう改めて周知する。 

4 遊具による事故の再発防止 

① 中国地方整備局は、平成 31年 4月 1日付の本省文書を踏ま

え、以下の事項を改めて 10月に開催予定の中国・四国地区都

市公園担当者会議において周知する。 

ⅰ）都市公園における安全確保について公園遊具に起因し（若

しくはその恐れがある）30日以上の治療を要する事故につい

て報告すること。 
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② 事故の再発防止の参考となる取組事例を収集・整理して公園

管理者に情報提供することや専門家の意見を聴いて対応するこ

とを公園管理者に助言するなど、再発防止対策の取組を強化す

ること。

ⅱ）公園管理者における報告体制を確認すること。 

② また、10月に開催予定の中国・四国地区都市公園担当者会議

では以下の事例等を情報提供する予定。 

ⅰ）１ ③に示す事例 

ⅱ）２ に示す事故事例 

ⅲ）改めて「都市公園における遊具の安全確保に関する指針

（改訂第 2版）」の内容（本格的な措置の方針を定める際に

は、必要に応じて専門技術者の意見を求めることなど） 
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